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税務情報 

2024年度税制改正における消費税改正に関する情報 

国税庁は 4 月 1 日、2024 年度税制改正における消費税の改正に関する以下の情
報を公表しました。 

1. 改正消費税法基本通達等の発遣

2024 年度税制改正における消費税の改正では、プラットフォーム課税制度（*1）

が創設されたほか、国外事業者等における事業者免税点制度の特例等に関する
改正等が行われました。（改正の概要については、2023 年 12 月 21 日発行の
KPMG Japan Tax Newsletter「2024 年度税制改正大綱」でお知らせしていま
す。） 

（*1） 2025 年 4 月 1 日以後に国外事業者がデジタルプラットフォーム（アプリ
ストア、オンラインモール等）を介して国内において行う消費者向け電気
通信利用役務の提供のうち、特定プラットフォーム事業者（*2）を介してそ
の役務の提供の対価を収受するものについては、その特定プラットフォー
ム事業者がその役務の提供を行ったものとみなして消費税の申告・納税を
行うこととする制度

（*2） プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタル
プラットフォームを介して国外事業者が国内において行う消費者向け電
気通信利用役務の提供に係る対価の額（税込）のうち、そのプラットフォ
ーム事業者を介して収受するものの合計額が 50 億円（課税期間が 1 年に
満たない場合には年換算した金額）を超えるものとして、国税庁長官によ
り指定を受けた者 

これを受け、国税庁は 2024 年度税制改正に対応した以下の改正通達を発遣し
ました。 

 消費税法基本通達等の一部改正について（法令解釈通達）

たとえば、以下の通達が新設されています。 

【プラットフォーム課税制度】 

5－8－8 プラットフォーム事業者による国外事業者の判定 
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https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/12/tax-newsletter-20231221.html
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/240401/index.htm
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プラットフォーム事業者がプラットフォーム課税制度を適用するにあたり、そ
の提供するデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の
提供を行う事業者が国外事業者かどうかの判定は、たとえば、その事業者がプ
ラットフォームの利用契約等において申し出た本店所在地によるなど、客観的
かつ合理的な基準に基づいて判定している場合にはこれが認められることが示
されています。 

5－8－9 プラットフォーム事業者自身が行う電気通信利用役務の提供 

プラットフォーム事業者が、他の事業者に提供するデジタルプラットフォーム
を用いて自ら電気通信利用役務の提供を行う場合のその電気通信利用役務の提
供については、プラットフォーム課税制度の適用はないことが明らかにされて
います。 

【国外事業者等における事業者免税点制度の特例等】 

1－5－21 の 3 総収入金額の範囲 

特定新規設立法人の納税義務の免除の特例について、本特例の対象となる特定
新規設立法人の範囲に、事業者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合
において、その法人の基準期間に相当する期間に係るその事業者の国外分を含
む総収入金額が 50 億円を超える場合におけるその設立された法人が追加され
ました。 

本通達では、上記の総収入金額には、たとえば、損益計算書上の売上高、受取利
息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益、貸倒引当金戻入
益、固定資産売却益、負ののれん発生益などの全ての収益の額が含まれること
が示されています。 

13－1－3 の 5 恒久的施設の有無による国外事業者の簡易課税制度の適用関
係 

課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者は、簡易課税制度の
適用を受けられないこととされましたが、たとえば、簡易課税制度選択届出書
を提出している恒久的施設を有する国外事業者が、その恒久的施設を有しない
こととなった場合には、その有しないこととなった日の属する課税期間の翌課
税期間について簡易課税制度が適用されないこととなる旨が明らかにされてい
ます。 

*** 

上記の改正通達のほか、国税庁は 2024 年度税制改正における消費税の改正内
容をまとめた「消費税法等改正のお知らせ」（PDF 383KB）も公表しました。 

2. 消費税のプラットフォーム課税に関するページの開設 

国税庁は、上記の 2024 年度税制改正で創設されたプラットフォーム課税制度
に関する情報を集約する「消費税のプラットフォーム課税について」というペ
ージを開設するとともに、以下のリーフレットを公表しました。 

 消費税のプラットフォーム課税について（PDF 449KB） 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/pdf/0024003-088.pdf
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全 3 ページのこのリーフレットでは、制度の概要が図表を用いて解説されてい
るほか、消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者及びプラットフ
ォーム事業者それぞれの留意点が簡潔にまとめられています。 

なお、今後このページに Q&A が掲載される予定です。 
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